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Ⅰ 学園の目的     

    本学園は児童福祉法第４１条に基づく児童養護施設で、保護者のない児童・虐待されている児童・その他

環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に対する相談、その他自立のための援助

を行うことを目的とします。 

 

Ⅱ 歴史と沿革    

   １ 歴史 

      明治３３年８月５日、東京市養育院の「海浜療養所」（結核児童の転地療養所）として勝山保養所が開設

されました。養育院はこの施設を永久化すべく、明治４２年５月船形のこの地に移転、養育院「安房分院」

として開設しました。当時は結核性児童に限らず、広く一般虚弱児童をも入所対象としていました。大正６

年６月院内に、船形町有志の発起により、渋沢養育院長の揮毫による磨崖碑も完成しました。大正１２年に

は皇后陛下の令旨を奉じた使者が事業の実状を視察しました。大正１２年の関東大震災では建物はことごと

く倒壊、１１名（児童１０名、職員１名）の圧死者をだし、巣鴨分院に急遽移転しましたが、大正１４年３

月には復旧工事も終了し、児童も巣鴨から戻りました。  

   昭和６年８月には、大震災による罹災者弔慰のため追悼碑が竣工しました。 

    昭和１７年３月「安房臨海学園」と改称され、さらに昭和１８年７月東京都制施行に伴い「東京都安房臨

海学園」と改称しました。 昭和１８年４月戦時危機に対応するため養育院の塩原疎開が決定され、養育院事

業の中心は塩原に移りました。昭和２０年２月、軍から学園建物の明渡し要請があり、学園児童も塩原分院

に疎開（児童１４０名、職員３０名）しましたが、終戦により同９月船形に戻りました。疎開中における死

亡児童は５６名でした。 

     昭和２３年１１月、児童福祉法が施行されました。安房臨海学園は入所児童の多くが虚弱児であったこと

から、児童福祉法上の療育施設となりました。しかし、同法が改正され、昭和２４年８月養護施設へ転換し、

昭和３０年７月「安房児童学園」と改称しました。 

     昭和３５年４月、第二安房児童学園（那古）と統合し、安房児童学園（２級事業所）となりました。  

昭和４４年３月、震災以来の木造建物の改築が終了しました。昭和５３年６月、那古寮が那古学園として

分離独立し、船形寮は地名にちなんで「船形学園」と改称し、平成７年４月組織改正に伴い、３級事業所と

なり現在に至っています。 

     平成９年３月、５カ年計画による全面改築が終了し、同年５月竣工式を挙行しました。 

     平成９年６月、児童福祉法の改正が行われ、平成１０年４月、児童養護施設「東京都船形学園」となりま

した。 

   平成１１年４月、那古学園が４級事業所として船形学園の分園となりましたが、平成１２年３月、那古学

園は事業廃止され、児童５名は船形学園に措置変更されました。 

     平成１２年４月、東京都は都立児童養護施設の運営を社会福祉法人東京都社会福祉事業団に委託し、  船

形学園も事業団の組織になりました。 

     平成１３年４月、情緒・虚弱寮、園内グループホーム・自立支援寮の運営を試行実施しました。 

     平成１６年４月、情緒・虚弱寮は発展的に解消しました。 

     平成１７年４月、グループホームを実施しました。 

 

 

 



 

 

２ 沿 革 

 

明治３３年 ８月 5日   東京市養育院の海浜療養として勝山保養所を開設  

明治４２年 ５月 16日  虚弱児施設として現在地に安房分院を設置 

  大正 ６年 ６月       安房分院の記念碑（磨崖碑）の竣工 

  大正１２年 ９月 １日    関東大震災によりほとんどの建物倒壊、児童１０名、職員１名死亡、巣鴨分院へ移転 

   大正１４年 ３月       震災による復旧工事終了（巣鴨分院より戻る） 

  昭和 ６年 ８月       震災による追悼碑建立 

  昭和１３年 ８月       朝香宮殿下の寄付により保育舎新築 

  昭和１７年 ７月       地元に園内保育舎を開放 

  昭和１８年 ７月 １日    都制施行により東京都養育院安房臨海学園と改称する。 

  昭和２０年 ２月 28日   栃木県塩原に疎開、９月２０日復帰する。 

  昭和２３年 ２月  3日  東京都養育院から分離、民生局所管となる。 

  昭和２４年 ８月 23日   児童福祉法第４１条による養護施設となる。 

  昭和２６年 ４月  1日   園内教育を廃止し、全児童を地元の小・中学校に通学させる。 

  昭和３０年 ７月 16日   東京都安房児童学園と改称する。 

   昭和３０年 ８月25日   箱根児童学園、あずさ園、中井児童学園の整理統合により、東京都第二安房児童学園（の

ちに那古学園と改称）開設 

  昭和３４年 ５月        これまでの物故児童１４３名のため「よい子の墓」建立 

 昭和３４年 11月２６日   学園開設５０周年式典実施 

  昭和３５年 ４月 １日   第二安房児童学園を統合し、安房児童学園（二級事業所）となる。（船形寮養護第一係・那

古寮養護第二係） 

  昭和３８年 ３月３１日   併設されていた保育園閉園 

  昭和４４年 ３月３１日   船形寮全面改築完成（昭和４１年度から３カ年計画） 

  昭和４４年 ６月２１日   学園開設６０周年式典実施 

  昭和５０年 ３月３１日   那古寮全面改築完成（昭和４８年度から２カ年計画） 

  昭和５０年 ４月 １日   船形寮は船形養護課、那古寮は那古養護課となる。 

  昭和５３年 ６月 １日   船形寮・那古寮が分離独立し、東京都船形学園となる。 

  昭和５４年 ４月 １日   園内保育を廃止し、４～５歳児全員を地元の幼稚園に通園させる。 

  昭和５９年 ７月２０日   船形学園７５年のあゆみ刊行 

  昭和６２年 ６月 １日   処務規程改正により管理課と養護課を統合。次長制となる 

 昭和６２年 ８月 １日   処遇職員の勤務を夜勤化し、完全縦割による処遇とする。 

  平成元年  ４月 １日   従来の１６室（１２８名）の体制から１４室（１１２名）体制となる。 

  平成 ２年 ４月２１日   創立８０周年記念の集い実施  

  平成 ３年 ４月 １日   児童寮を４室閉鎖し、１０室（８０名）体制となる。 

  平成 ４年 ４月 １日   ８室（６４名）体制となる。 

  平成 ７年 ４月 １日   組織改正により、三級事業所となる。（管理係・養護係） 

  平成 ９年 ３月３１日   全面改築完成（平成４年度から５カ年計画） 

 平成 10年 ４月 1日  改正「児童福祉法」が施行され、児童養護施設となる。 

  平成 11年 ４月 1日  那古学園が四級事業所となり、船形学園の分園となる。 



 

 

  平成 12年 3月３１日  那古学園の事業が廃止される。（児童５名は船形学園に措置変更） 

  平成 12年 ４月 １日  学園の事業運営が社会福祉法人東京都社会福祉事業団に委託される。 

  平成 13年 ４月 １日  情緒寮・虚弱児寮、園内グループホーム・自立支援寮の運営を試行実施する。 

平成 16年 ４月 １日  情緒寮・虚弱児寮を発展的に解消すると共に、処遇職員の勤務を業務宿直制とする。 

  平成 17年 ４月 １日  ４年間の試行を経てグループホームを実施。 

  平成 21年１０月３１日  １００周年記念式典を実施 

  平成 21年１０月３１日   船形学園１００年のあゆみ刊行 

 

３ 磨崖碑について 

 

    東京市養育院は、松平定信の七分金積立が東京府に引き継がれたのを活用して、明治５年渋沢栄一によって窮民

救済施設として創設され、明治１８年には棄児、迷児の救済 を始めています。安房分院は虚弱児童の転地療養施設

として明治４２年開設されました。この磨崖碑は、この由来を記す日本福祉史の記念碑です。 

  磨崖碑は船形町有志によって、大正６年４月着工、同年５月末日竣工しました。選文は二松学舎創立者で明治の３大

文宗にあげられた三嶋中洲博士、書は青淵の号を持つ、初代養育院長渋沢栄一によります。崖の高さは １６ｍ、碑の

高さ１０ｍ、幅６ｍ、一文字の大きさが３０ｃｍ四方という国内有数の碑でしたが、岩質のもろい房州石に彫られたため

風化が著しくわずか数文字がかろうじて判読できるほどになってしまいました。このため平成元年８０周年記念行事の

一つとして碑文全文を、根府川石を使った新しい石（レプリカ）に刻み後世に残すことになりました。 

 

    

安房分院の由来を刻んだ磨崖碑（大正６年）         安房分院創設の由来を刻んだ磨崖碑とその撰文            平成元年創立８０周年にあたり、磨崖碑全文を新しい石に刻み 

後世に残すことにした 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

碑文のあらまし 

 

明治維新の後、東京府は、自ら窮状を訴えることのできない老人を上野の護国院の土地に収容し養護した。名付け

て養育院という。 

養育院は、後にまた棄児を４０年間養育した。その数３万７千余人となる。現在（大正３年）は２千４百人余で、そして

児童が最も多い。思うに養育院の元手は、白河藩主で、老中の松平定信が寛政の改革時、江戸町民七分積金制度の

蓄積が東京府に引き継がれていたものを充てて創始したものである。これに慈善家の寄付でふやし、養育院長渋沢男

爵が公共のために身を顧みずつくしてきたものである。規模は年毎に拡げられた。 

明治３３年に身体の極めて弱いものを千葉県船形町に移し養育した。その数百余人である。建物を新築し、勉強がで

きるところを設けた。名付けて養育院支院という。約１０年で子どもたちの多くは若死を免れることができ、これを聞く者

は本当に感心した。 

東京慈善会（院長夫人が会長）は、この事業を大いに賛成援助した。土地の名望家で土地や金銭を寄贈する人が大

変多かった。 

近頃、男爵が来臨視察され大変喜ばれ、これからも一層この事業を拡張しようとされ、私を呼んでこれを崖に刻みつ

けられた。男爵は、そこで文章をつくっていわれた。 

本当に悲しいことに身寄りがなくて、さらに加えて身体が弱い児たちを同じ仲間としての心をもつ人が、これを養育

院と相談し、この房総の海辺に建物を作った。 

ここは冬暖かく夏涼しい。病気の人は治癒し、身体の弱い者は強くなる。ここに生活のための仕事を授け、ここで、物

事の大綱を教える。常にかわいそうに思うべきである。 

これら多くの児が自立して恩を思い、救済事業の志をもつ人が出ないと誰がいえようか。 

 

 

Ⅲ 概況 （令和４年４月１日現在） 

 

 1 名   称   社会福祉法人東京都社会福祉事業団 東京都船形学園  

 2 所 在 地   〒294-0056  千葉県館山市船形１３７７番地 

            （代表） 0470-27-2921 

 3 児童定員    ６４名 

 4 敷   地    36,236.15㎡   

 5 建   物    3,838.91㎡ （管理サービス棟１、児童棟２、遊戯ホール棟１、 

指導棟１、職員住宅棟１） 

 



 

 

 

Ⅳ 組織及び事務分掌 
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ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

事  務 

栄 養 士 

看 護 師 

調  理 

 

 

 1 園所属職員の人事及び給与に関すること 

 2 園の文書類の収受、発送、編集及び保存に関すること 

 3 園の印章の看守に関すること 

 4 園所属職員の研修及び福利厚生に関すること 

 5 園内の取り締まり警備に関すること 

 6 園の予算・経理・契約に関すること 

 7 園の庁舎等の維持管理に関すること 

 8 園の事業の調査及び統計に関すること 

 9 児童の栄養管理・給食に関すること 

10 児童の健康管理に関すること 

1１ 他の係に属しないこと 

 

  

  

 園 

 

 

長 

 

    

支
援
グ
ル
ー
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部 門 長 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

福  祉 

心  理 

 

 1 児童の生活指導に関すること 

 2 児童の学習指導に関すること 

 3 児童の進路指導に関すること 

 4 児童の教養及び娯楽に関すること 

 5 児童の保護者との連絡に関すること 

 6 児童の入退園及び入退学、就職、諸給与品等に関すること 

 7 その他児童の自立支援に関すること 

 

  

 

 

 

Ⅴ 職員数 
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職員数 

 

１ 

 

４(３) 

 

２９(２) 

 

１（1） 

 

１ 

 

6(6) 

 

２ 

 

4４(12) 

※職員数( )内の数字は再任用、契約職員、非常勤職員の再掲 

※このほかに嘱託医、園内クラブ講師、臨時職員 

 



 

 

Ⅵ 東京都船形学園 養護理念 (平成 30年 4月 1日制定) 

   

 

～ 東京都船形学園は、子ども一人ひとりが心身ともに 

健やかに成長できるよう、最大限の支援をします ～ 

 

 子どもの権利を考える 

 一人ひとりを考える 

 支援のつながりを考える 

 家族とのつながりを考える 

 かかわる人たちと考える 

 

私たち東京都船形学園職員は、 

常にこれら理念をもとに子どもたちの豊かで幸福な未来のために行動します。 

 

 

子どもの権利を考える 

すべての子どもたちはかけがえのない大切な存在であり、 

一人ひとりが大事にされて安心して過ごすことのできる一日一日を守ります。 

 

一人ひとりを考える 

子ども一人ひとりの姿にこまやかに心をくばって支援をしていきます。 

同時に、お互いを気づかい、尊重し、学び合うことで、ともに成長できる生活の場をつくります。 

 

支援のつながりを考える 

子ども一人ひとりのしあわせを願い、めぐり逢えた日からずっと、 

みんなでひとつながりの支援をします。 

 

 家族とのつながりを考える 

子ども一人ひとりの意思を尊重しながら、 

家族との関係を模索し将来のしあわせに向けて一緒に考えます。 

 

かかわる人たちと考える 

子ども一人ひとりにかかわるすべての人たちとともに子育てをします。 

また、学園の持つ力を活かして地域に協力します。 

 

 



 

 

Ⅶ 船形学園スローガン  

 

平成２１年度、船形学園ではより良い学園を目指しスローガンを設定しました。スローガンの内容は、職員と児童，児童

同士，職員同士のふれあい、学園と地域とのふれあい、地域の仲間との生活と活動、そして子どもたち一人 ひとりが楽

しく生活を送って欲しいという願いをもとに職員で協議し作成しました。 

 

ふ   ふれあいながら 

な   仲間をつ く り 

か   学 園 生 活 を 

た   楽 し も う ！  

 

 

 

 

Ⅷ 令和４年度重点目標 

 

「思いやりを大切にしよう」 

 

 重点目標は学園として、「このような子供に育ってほしい」「学園をこのような状態にしたい」など、子供や職員に分かり

やすく、具体的に表現したものです。 

 令和４年度重点目標は、令和３年度の「いじめ、暴力のない学園にしよう」から一歩前進した設定にしました。 

 

「こころ」は誰にも見えないけど、「こころづかい」は誰でも見えます。 

「思い」は見えないけれど、「思いやり」は誰にでも見えます。 

「こころ」や「思い」は行動が伴って、「こことづかい」や「思いやり」となります。 

「思いやり」を持った行動、例えば、 

・相手の気持ちになって考えること。 

・相手の様子を気遣うこと。 

・自分のマナーに気を遣うこと。 

・自分のことを大切にしながら、相手のことを優先すること。 

・前向きな言葉を口にすること。 

・笑顔で接すること。等々。 

 

 これらの行動を大人も子供も一緒になって取り組んでいきたいと思います。 

 例えば、子供会議の場で「出来た」、「出来ない」と振り返るだけでなく、「〇〇をした」、「〇〇をされて良かった」。逆

に「××をしてしまった」、「××されて嫌だった」と思いやりのある行動について、いろいろ考えても良いと思います。 

 令和４年度の重点目標について、園全体で取り組んでいきます。 

 



 

 

Ⅸ 令和４年度事業計画 

 

Ⅰ 施設概要 

 

所在地 千葉県館山市船形１３７７ 

 

事業種別 定 員 

指定管理事業 第１種社会福祉事業 児童養護施設 ６４人 

 

Ⅱ 令和４年度の運営方針 

豊かな自然環境のもと、児童一人ひとりの意思や個性を大切にし、児童の安全で安心した

生活を確保するとともに、心身ともに健全な成長を遂げ、将来に向けた自立の意欲や生活力

を育んでいくことを目標に施設運営を行う。 

このため、指定管理者である船形学園の運営責任として、質の高い専門的な支援を引き続

き実施するとともに、児童の成長、発達に相応しい施設環境の実現に努力する。  

また、児童の人権を守り、虐待や権利侵害を防止するため、リスクマネジメントを充実さ

せるとともに、新任職員への早期教育や職員の意識改革、風通しのよい職場づくり、研修の

充実など、事故防止に向けた取組を実施していく。 

 

１ 児童が安心して成長できる施設環境の提供 

  児童の生活展開は「室」を拠点とし、児童間の暴力、威圧、いじめ等のない安心して生

活できる環境の提供に努め、社会の基本ルールや共同生活のマナーを身に付けられるよう

支援する。 

２ リスクマネジメントの充実 

   日常の些細な事故情報からも、注意深く事故防止の課題を読み取るよう心がけ、事故や

ヒヤリハットの状況に応じた組織的な対応に努める。 

また、情報セキュリティ対策、感染症・食中毒の防止、災害時の対応については、マニ

ュアルの整備・改訂や訓練等により、迅速に対応できる体制を整備していく。 

３ 福祉人材の育成 

  職員としての資質向上を図るため、外部研修・園内研修を組み合わせて実施するととも

に、日常的なＯＪＴの充実・強化を図る。また、専門研修を充実させるとともに、職種間

の連携によって施設支援力の維持・向上を図る。 

  【全施設共通定型文】 

  また、児童の安全対策を最優先し、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底して行い

ながら、各事業や取組を実施していく。 

  なお、運営方針・実施計画の策定にあたっては、各事業や取組について、例年通り実施

するものとして策定した。 

  そのため、新型コロナウイルス感染状況によっては、感染防御の観点から、事業や取組



 

 

を縮小することがある。  

Ⅲ 実施計画 

令和４年３月１日現在、入所児童全体で被虐待を理由とする児童が８割を超え、約２割が

精神疾患や発達障害により医療的ケアを要している。また、思春期を迎える中高生が５割以

上を占めていることを踏まえ、児童相談所、学校、病院等関係機関と連携を図り、専門的支

援の一層の充実が求められている。 

令和４年度は、入所児童の健全な成長や自立を適切に支援していくため、以下の事項に職

員一丸となって取り組む。 

 

１ 利用者・児童の権利擁護及び最善のサービスを提供 

（１）アクション① 権利擁護（虐待防止）の徹底  

   「養護理念」、「船形学園虐待防止規定」の実践を徹底するとともに、権利擁護委員会

委員による苦情解決システムのＰＲ、児童への権利侵害防止の啓発活動として勉強会を実

施する。 

   また、支援した内容に自信が持てない時、適切でない対応をしたと思われる時でも、正

直に報告、相談ができるよう職員同士がもっと気軽に話ができる機会を設けるなど、施設

全体の風通しを良くし、職員同士の信頼関係を強くするような雰囲気づくりに努める。 

    さらに、重大事故ゼロの徹底に向け、職員個人の目標設定、養護理念や虐待防止規定等

の周知徹底、新任職員への支援上のルールの早期教育、施設内研修や権利擁護委員会等に

おける職員の意識啓発を図る取組など、不適切な対応は小さな芽のうちに気づき、組織的

に対応することを徹底する。また、既に設置している防犯カメラを児童の安全確保・権利

保護を目的として見守りカメラとして運用していく。 

 

事 項 実施回数等 内容・協力機関等 

権利擁護委員会 年１０回 不適切な支援や利用者虐待の防止等

に向けた取組 

権利擁護・虐待防止に

関する研修受講率 

１００％ 

（全職員実施） 

園で実施する権利擁護や虐待防止に関

する研修に加えて、事業団共通の虐待防

止研修（ｅ－ラーニング型）も実施 

 

（２）アクション② 利用者・児童等からの要望や苦情への適切な対応 

ア 福祉サービス第三者評価の活用 

     令和３年度福祉サービス第三者評価の受審結果を踏まえ、改善計画を策定し、改善

に取り組むとともに、令和４年度も引き続きサービス評価を受審する。 

  令和３年度の受審では標準項目全てを満たしているとの評価を得た。令和４ 

 年度も、評価項目における標準項目の達成率１００％を目指す。 

 

 

 



 

 

 

  （ア）令和３年度評価結果における「特に良いと思う点」 

ａ コロナ禍で行動自粛が求められる中、様々な企画を立てて生活に変化を持たせ

て、子ども達が楽しめるよう工夫している。 

ｂ 学園生活ルールや遊具類の購入等は子ども達の意見を尊重して決めている。 

ｃ 性について正しい知識が得られるように「性に対する支援のガイドライン」を作

成し、子どもの健全育成に努めている。 

  （イ）令和３年度評価結果における「更なる改善が望まれる点」 

ａ 手順を見直した際は速やかにマニュアル改訂をすすめるとよい。 

    ｂ 子どもの意向を確認した自立支援計画を作成していることについて、子どもの理

解がさらに進むよう工夫すると良い。 

    ｃ 一人の人として大切にされる権利があること等について子ども一人ひとりに分

かりやすく伝えられるようにさらに工夫すると良い。 

  （ウ）「更なる改善が望まれる点」の改善に向けた取組計画 

    ａ 手順の見直した際には、速やかにマニュアルを改訂し、周知徹底を図っていく。 

    ｂ 自立支援計画書について、子どもの理解がさらに進むような具体的な方策を検討

する。 

    ｃ 一人の人として大切にされる権利があること等について、子どもに分かりやすく

伝える具体的な方策を検討する。 

事 項 （評価項目における標準項目の達成率） 

第三者評価による改善 １００％ 

 

 イ 苦情解決制度の充実 

  「権利擁護委員会設置要領」、「苦情相談員設置要領」に基づき、児童・保護者に適

切に対応するとともに、児童に対するＰＲ及び苦情相談員との相談コーナーや懇談会を

実施し、相談しやすい体制づくりに取り組む。 

第三者委員 相談実施回数 

３人（弁護士、地域関係者、主任児童委員） 
連絡会議年８回、相談コーナ

ー年３回、児童懇談年５回 

 

 ウ 利用者満足度調査の実施 

実施内容 実施時期 

寮代表者会議でテーマを設定する。 １２月 

 

（３） アクション③ リスク管理の推進 

 ア 個人情報保護、情報セキュリティ対策の徹底 

  「船形学園個人情報保護方針」、「個人情報取扱要綱」及び「船形学園情報セキュリ

ティ対策基準」を遵守するとともに、情報セキュリティ管理者を設置し、個人情報の漏

えい、滅失、棄損の防止等個人情報の適正な管理を徹底する 



 

 

 

 イ リスクマネジメントの徹底 

    事故防止について、報告→収集・分析→事例検討→対策実施のサイクルを日常業務と

して定着させるよう事故防止委員会を中心に取り組んでいくとともに、児童の安全で安

心な生活の実現に向けて、下表の事項を実施する。 

事 項 実施回数 内容・協力機関等 

事故防止委員会 年３回 事故事例検討、対応策・予防策の検討 

園内一斉安全点検 年１２回 チェックリストにより園内の安全点検 

救急救命講習会 年１回 派遣講師によるＡＥＤ操作等講習会 

   

  ウ 感染症対策、新型コロナウイルス対策の徹底 

 入所児童、職員の健康観察を毎日実施するなど、体調管理に十分な注意を払うととも

に、手洗い・うがい、咳エチケット等の感染予防対策の徹底を図る。 

 また、必要に応じて児童、職員に対し、抗原検査やＰＣＲ検査を実施するなど、感染

拡大防止に取り組んでいく。 

事 項 実施回数等 内容・協力機関等 

衛生点検 年３回 感染症予防、食中毒防止 

感染症等予防 適宜 

園負担による職員へのインフルエンザ予防接

種の実施、新入職員への予防接種状況の確認

と不足分のワクチン接種、看護師による新型

コロナウイルスなど感染症予防対策や医療全

般に対する指導の徹底 

 

（４） アクション④ 利用者・児童の人生の選択肢を広げる支援 

  ア 家族再統合及び自立に向けた取組強化 

    児童相談所と連携して、家族再統合に向けた取組を進める。また、児童の人生の選択

肢を広げる支援として、社会的自立を目指す高齢児については、高校入学 

   時からオリエンテーションを総合的に実施して、資格取得やアルバイト等の勤労体験を

奨励するとともに自活訓練や社会学習等の実地体験を組み入れていく。 

＊ 家族再統合 

親子宿泊 延２４泊 対象児童：１０人 

保護者との面会 延２６回 対象児童：１３人 

 

＊ 自立に向けた支援 

学習会等実施回数 各学年月２回程度 中１～３生７人 

学習塾通塾児童数 １１人 
対象児童：２６人 

（小学校５年生以上） 

自活訓練等実施回数 
延７７日 

（７日×１１人） 
対象児童（高校生）１１人程度 



 

 

 

   ＊ 児童の進路決定率 

進路決定率 

（進路先内訳） 

１００％（高校３年生の児童数２人） 

（進路先内訳：大学、就職） 

 

 イ アフターケアの充実 

 退所した児童については、職場・家庭・施設への計画的な訪問のほか、電話や来所で

の相談、激励助言など、自立支援コーディネーター等を中心にアフターケアの一層の充

実を図っていく。 

＊ 退所児童のアフターケア 

実施人数 ３８人 

対象児童：５３人 

【自立児童退所後１０年、家庭復帰児童退所後５年】 

（うち、親等の連絡拒否、児童の行方不明等により実

施が困難な児童：１５人） 

＊家庭復帰５ケース（対象児童９名）ＣＷ・ＦＳＷ協働のアフターケア各２回実施 

 

２ 支援技術の蓄積及びそれを活かした高度なケアの提供 

（１）アクション① 高い専門性を発揮できる職員の育成  及び 

   アクション④ 質の高い人材の確保・定着 

 ア 質の高い人材の確保・定着対策の充実       

  事業団事務局で実施する人材確保の取組に職員を積極的に参加させるとともに、施設

見学等を実施し、職員採用につなげる。また、養成学校への働きかけを強化し、質の高

い人材の早期確保を図る。 

   業務の見直しや改善に取り組み、職員の負担軽減や業務の効率化を通して、人材の定

着を図る。 

  

 イ ＯＪＴ推進体制の強化 

    ＯＪＴ推進担当者や新任職員育成担当者（チューター）を配置するなど、職務を通じ

たＯＪＴの活性化・定着化を図る。また、育成記録の内容の向上や引継ぎの徹底などを

通し、お互いの支援内容を確認する。 

 

 ウ 計画的・効果的な研修の実施 

   専門的支援が必要な児童に対応するため、非常勤職員を含めた全職員を対象とした研修

を実施し、技術の習得、知識や情報の共有化を図り、高い専門性やスキルを備えた職員

の育成に努める。 

研修内容 対象者 実施時期 

新任職員研修 新任職員 ４～９月  

養護課題研修（職場内） 全職員・地域 １０・２月  

施設視察（１施設以上） 全職員 １０～２月  



 

 

研修報告会 全職員 朝礼時等に随時実施 

スーパーバイズ研修 全職員 年４回  

 

  エ 外部専門家、外部医師等との連携 

児童の持つ様々な行動特徴を理解し施設支援力の向上を図るため、高い専門性とスキ

ルを備えた外部専門家によるスーパーバイズ等を実施するとともに、医学的見地からの

見立てや支援方法についての助言を得るため医師等による定期巡回指導を実施する。 

 

（２）アクション② 東京の福祉の増進に寄与する先駆的取組の推進  

 ア 特別な支援が必要な児童の受入れ 

    令和４年度も引き続き、虐待による様々な症状を持つ児童、情緒・行動上の課題を抱

える高齢児等、特別な支援が必要な児童を積極的に受け入れる。 

    また、高齢児が、将来の社会的自立を見据え、その特性に応じた支援を受けられるよ

う、支援体制のあり方を検討する。 

   ＜参 考 令和４年３月１日現在＞ 

中学生・高校生の人数（割合） 全３６人中２０人、５５．５％ 

定期的に通院する児童の人数

（割合） 
全３６人中２１人、５８．３％ 

 

    ＜参 考 令和３年６月１日現在＞ 

服薬管理が必要な児童の人数

（割合） 
全３６人中１７人、４７．２％ 

 

 イ 専門的な支援の充実  

    児童の自立支援計画は、前・後期にケースヒアリングを実施するとともに、新規入所

児童については入所時カンファレンスを開催し、専門的見地からの所見を得て策定す

る。 

    自立支援計画策定後は、児童個々の要望や自立支援、家族交流等の課題に対応した個

別支援行事を計画的に実施し、社会的経験の積み重ねを通じて自主性や自信回復を促進

する。 

    また、虐待の影響や愛着、発達などの課題を抱える児童について、心理職員による個

別面接や医療機関の利用等により、心理的ケアや医療的ケアを行う。年齢別・個別の性

教育の推進やＣＡＰ（子供への暴力防止プログラム）等により自他を大切にする生き方

を学ばせ、健全育成を推進する。 

さらに、児童相談所や医療機関からの助言をもとに関係者が集まって児童支援につい

て検討を行うなどにより支援の充実に努める。 

   ＊ 心理職員による児童へのケア 

  （ ）は心理的ケアを必要とする児童の割合（令和４年３月１日現在） 

個別面接 延５１３人 心理面接 



 

 

（全３６人中２７人、７５．０％） 

＊ 性教育の実施 

実施回数 
性の支援に関するガイドライン

に沿って実施する。 
対象児童：全児童 

   ＊ ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム） 

実施回数 年３回 
児童（小学生高学年・高

校生）及び職員対象 

 

 ウ 家庭的な寮運営 

   家庭的な運営を推進するため、土曜日・日曜日・祝日の朝食を室で調理するほか、食

材を児童と職員で購入し室で調理する自主調理などを実施する。 

   ＊ 自主出張調理・出張調理の充実 

自主調理 年２４回 各室４回×６室 

出張調理 年１８回 各室３回×６室 

    ＜参 考 令和４年 3 月１日現在＞ 

入所児童に占める個室利用児童の人数 

（割合） 
全３６中２１人、５８．３％ 

 

（３）アクション③ 先進的取組等により蓄積してきた支援技術を他団体へ普及   

    施設のなかで蓄積されたノウハウや専門的な支援技術を継承するため、実習生や見学者

を積極的に受け入れ福祉人材の育成に寄与していく。 

 

事 項 実人数／延人数 内 容 

保育士等実習生の受入れ ２６人／３０８人 養成校他１３校 

施設見学・研修の受入れ ３０人／３０人 福祉施設職員他 

 

３ 施設機能を活用した地域等との連携 

（１）アクション② 地域における子育て家庭等を支援 

    園が開催する研修やＣＡＰ（子供への暴力防止プログラム）大人向けワークショップな

どについて、通学校・近隣施設・地域からの参加者を募り実施する。 

子育てに関する公開講座等の実施 対象者 実施回数 参加者数 

 園開催研修やＣＡＰ（子どもへの暴力防

止プログラム）大人向けワークショップ 
地域住民 １回 ６人 

 

（２）アクション③ 地域が求める役割を担い、地域と協働（コミュニティづくりや災害対応

等） 

  ア 地域における公益的な取組 

    社会福祉法の趣旨を踏まえ、地域の実情やニーズに応じて、地域で生活する住民等を



 

 

支援するための取組を推進する。 

 

 イ 多様な主体との連携 

    児童の支援のためには、多様な主体との連携が必須である。令和４年度は、行事等の

場面において、ボランティアと連携していく。 

事 項 延人数 内 容 

行事協力 １０人 行事等ボランティア 

 

 ウ 地域との連携・協力関係の強化 

    地域最大の行事である船形地区祭礼に、職員が地元警察と連携し交通整理に参加する

とともに、年間を通して小・中学校と連携し、校外指導等の協力及び地域と一体の安全

対策を推進する。 

地域の防災体制への協力、地域の各種活動への参加・協力など、地域と施設の相互交

流を推進することにより、施設及び利用者に対する地域の理解がより深まり、地域に開

かれた施設として運営できるよう、連携・協力関係を強化する。 

また、学校との連携については、下表のとおり連絡会を開催する。 

中学校連絡会・連絡協議会 年１１回 

小学校連絡会・連絡協議会 年３回 

    地域住民や近隣施設の児童、職員等と学園の児童職員が園内での催しや活動を通し

て、交流を深め、お互いの理解と親睦を図る。 

内 容 対象者 利用者数 

施設開放 

（体育館） 

空手教室 ＳＫＣ武心館 登録人数５２人×週２回 

バドミントン ２グループ 登録人数２２人×週１回 

地区総会 堂の下区住民 １００人 

内 容 対象者 利用者数 

ふれあい祭 地域住民等 １０月・４５０人 

地域交流行事 地域住民等 １１月・ ５０人 

 

 エ 災害・防犯対策の取組強化 

    夜間訓練を含む防災訓練を定期的に実施し、災害時の防災対応強化を進めるととも

に、災害対応の事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき緊急連絡等の初動体制確保の訓練を行

うことにより大規模災害への備えを図る。 

    また、事業団全体で合同防災訓練を実施し、施設間の連携協力等についての取組強化

を図る。 

    防犯対策については、館山警察署員を講師に迎え、講習の受講により、防犯対策意識

の向上と防犯対策能力の体得を図る。 

事 項 実施回数等 内容等 

防災訓練 年１２回 年１２回 

緊急参集訓練 年１回 Ｗｅｂ１７１による緊急連絡及び参集 



 

 

不審者対応講習会 年１回 派遣講師による講習及び模擬体験訓練 

４ 運営体制の強化及び経営の透明性確保 

（１）アクション② 自律的な経営実現のための自主財源の確保  

   業務の見直し、節電等省エネへの取組や契約内容の精査など効率的な施設経営に努め

る。 

 

（２）アクション③ ＩＣＴや次世代介護機器を活用した働きやすい職場環境の整備 

 ＩCT を積極的に活用し、職員間で情報共有することで、業務の効率化や負担軽減を図

り、働きやすい職場環境の整備を促進する。 

   また、５つのレス（はんこレス、FAX レス、ペーパーレス、キャッシュレス、タッチ

レス）の取組を着実に進めるとともに、業務改善ＰT からの提案を実現し、職員の業務負

担の軽減を図る 

 

（３）アクション④ 魅力とやりがいにあふれる職場環境の実現 

 毎日行う朝礼の報告内容を充実させるとともに各寮における職員会議を積極的に開催

するなど、より多くの話し合いの機会を確保することにより、コミュニケーションの活発

化等による風通し良い職場づくりを推進する。 

また、児童に対する支援は施設全体で行うという意識を浸透させ、課題を個人や室単位

で抱えることなく、施設として適切な対応ができる体制を構築する。 

 これらの取組を通して、職員が心身ともに健康で、意欲を持って働ける充実した職場環

境に努める。 

 職員アンケート等の機会を通して、業務改善意識の浸透を図るとともに、業務改善提案

の活用やその取組が継続できる職場環境づくりを進める。 

 

（４）アクション⑤ コンプライアンスの推進 

   「船形学園個人情報保護方針」、「個人情報取扱要綱」及び「船形学園情報セキュリテ

ィ対策基準」を遵守するとともに、情報セキュリティ管理者を設置し、個人情報の漏えい、

滅失、棄損の防止等個人情報の適正な管理を徹底する。 

   コンプライアンス研修を通じて、職員の倫理観の醸成に引き続き取り組み、職員一人ひ

とりのコンプライアンスの強化・向上を図る。 

コンプライアンス研修受講率 １００％ 

 


